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清津峡渓谷トンネルについて、繁忙期におけるオーバーツーリズムを解消するため、

「事前予約購入システム」の導入を目指し、冬季期間に試験運用を実施します。 

 

１ 目的 

平成30年４月に「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ2018」の作品とし

てリニューアルした清津峡渓谷トンネルでは、多くの観光客が訪れる一方、繁忙期に

おいてトンネル内での混雑や駐車場不足による交通渋滞等が発生しています。 

このことから、交通渋滞の解消と清津峡渓谷トンネルを快適に鑑賞していただくこ

とを目的として、今冬より事前予約購入制による入坑制限を実施します。なお、今年

度は冬季期間に試験運用を行い、令和３年４月から本格的な運用を開始する予定です。 

 

２ 実施期間（試験運用） 

令和２年12月から令和３年３月までの土・日曜日及び祝日 

※降雪状況等に応じて変更する場合があります。 

 

３ 予約方法 

 （ア）個人 

清津峡公式ホームページ等からのオンラインまたはコンビニエンスストア内のマ

ルチメディア端末のいずれかにより、入坑日時を指定して予約します。 

【オンライン】清津峡公式ホームページ ほか 

【コンビニ端末】セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ 

（イ）団体（大型車両区画を利用する場合） 

事前に「駐車場利用申込書」を清津峡渓谷トンネル管理事務所に提出（FAX可） 

※大型車両区画に限りがあります 

 

４ 令和３年度事前予約購入システム実施日（予定） 

 （春）４月25日から５月10日まで 

（夏） ８月１日から８月31日まで又は「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」

開催期間 

 （秋）10月25日から11月10日まで 

 （冬）12月１日から３月31日まで ※積雪状況により期間を変更する場合有 

 

清津峡渓谷トンネルの事前予約購入システムの試験運用を実施します 

十日町市 



 

 

５ 今後のスケジュール 

  令和２年 11月１日～          冬季期間の事前予約（試験運用）開始 

令和２年 12月５日～令和３年３月 28日 冬季期間の入坑制限（試験運用）実施 

令和３年 ３月             令和３年度の実施期間の公表及び予約受 

付開始 

  令和３年 ４月 25日～          事前予約購入システム運用開始 
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